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はじめに

　アフマダバードはグジャラート地方に成立したムスリム王国，いわゆるアフマド・

シャーーピ一朝の第2代スルタン，アフマド1世（在位1410－1442）が即位の翌年，サバ

ルマティ川中流左岸，古くからの町アシャーパッリ（A6apalli）の近くに王都として開

いた町である。1572年アクバル揚西下のムガル軍に征服され，翌年重要港市スーラトも

征服されてグジャラート地方全体がムガル朝に併合されると，アフマダバードはその州

都となった。アクバル時代に成った劉度集成fアクバル会典』（A’τn－i／Akbari）では，こ

の町について「快適な気候の点とあらゆる地上の素晴しい商物が得られる点とで並ぶと

ころがない」と述べられている〔AA，Σ：486；Jarrett　1949：247〕。

　「あらゆる地上の素晴しい品物」（9UZIda－i　kzala－i　haft　iqlm）とは，グジャラ一一ト地

方で生産された品物はもちろんのこと，インド各地の品物や広く外国産の品々をも含ん

でいたことは疑いのないところである。ムガル蒋代のアフマダバードは商工業がよく発

達し，諸外国との交易も盛んな町であった。17世紀の前半この町を中心に活躍した

シャーンティダース・ジャワーハリー（Shan£idas∫awaharl）はジャイナ教徒の著名な

商人である。名前から分るように彼は宝石商であり，両替・金融業も兼ねて行い，ムガ

ル朝宮廷とも取引の多かった豪商であった。

　シャーンティダースの事蹟については，詳しい伝記の類が現存せず，不明の部分が多

い。だが幸いなことに彼に対してムガル朝の側から発給された文書類で現存するものが

かなりの数にのぼっており，それらはコミッサリアト（MS．　Commissariat）の手に

よって以前に発表されたことがあった。彼がImperial　Mughal　Farmans　in　Gujarat，

beiRg　farmans　mainly　issued　in　favour　of　Shantidas　Jawahari　of　Ahmadabad　by　the

Mughal　Emperorsと題して，1940無に雑誌」碗rηαZげ伽University　of　Bombayに発表
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したものがそれであって，21通の文書を原文の写真版を付して紹介している。これらは

厳密にいえば，皇帝名で発給された12通の勅令（farmaR）と皇子名で発給された9通の

令旨（Rishan）とから成り立っている’｝。うち1通の令旨はシャーンティダースと直接

的な関係はない。残る20通の文書のうち2通が，18世紀後半に成立したグジャラート地

方史geミラーティ・アフマディーdi（Mir’at－i　Ahmadi）に収録されていることは興昧深

い。

　本稿の課題は，これら20通の文書を中心的な史料として，関連する諸文献をも援用し

ながら，ムガル朝とかかわりの深かった豪商シャーンティダースの事蹟を現在において

できるだけ浮き刻りにしてみるところにある。そのために以下の行論では，第1節で

シャーンティダースの生い立ちとその前半生について触れ，第2節で比較的に文書が多

く現存しているシャー・ジャハーン時代における彼とムガル朝宮廷との関係や，彼の建

立したジャイナ教寺院のモスクへの改修事件について紹介し，第3節ではシャー・ジャ

ハーンの治世末期に勃発した皇位継承戦に深く関与した晩年のシャーンティダースの行

動について，判明する隈りあとづけていくことにしたい。さらに最後の第4節では，ア

フマダバードの商業界におけるシャーンティダースの位置づけや，ジャイナ教徒集団の

指導者でもあった彼に対するムガル朝の側の対応と，そこにみられる宗教政策の特徴に

ついても述べる予定である。

　本稿におけるペルシア語の転写法は，原期としてF．Steingass，　A　Comψrehensive　Per－

sian＿EngldSh　Dictionary（London，1892）の方式に拠った。またヴdクラマ暦およ：びイ

スラム暦の西暦への換算は，S．　S．　Gahlot，　Historian’s　Calendar（1544　A．　D　to　1643　A．

D．）（Jodhpur，1979）に拠り，西暦1644年以降のイスラム暦の換算は宮垣紳繭回忌日

暦s（北京，1962）をもとにして，この書の当該日からIO顕差し引いてユリウス暦を算

1）ムガル朝二代の勅令類は，三期によってその大きさが異なるが，シャー・ジャハーン晴代の

　ものは一般に82，5×39．　5cmの縦長の形である。上質の手漉き紙が使用され，これに秀麗なナス

　タリーク体で書かれた。上部中央に7．OX5．5cmの矩形状に花字で皇膏名を書いた朱色または金

　色のモノグラム（圭u塾r盗）が配置され，その右横に正方形または円形の玉璽が押印された。玉

　璽の真中には現皇帝名，その周辺部にはティムールに至る歴代皇帯名が右回りの順に刻されて

　いた。令旨には皇帝のトゥグラのほか，発給者である豊子のトゥグラがその下やや小さ目に書

　かれるが，玉璽はなく，その代りに皇子名を刻した印章が押される。このような勅令類の書式

　については〔Mohiuddin　1971｝，〔Ahmed　1977：1－5，11－15〕を参照。
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出する方式を採った6というのは1582年10月にグレゴリウス暦が定められて以後，この

書はこの暦法を採用しているが，イギリスでは1752年9月2日までユリウス暦が採用さ

れ，その影響でインド史学界でもムガル朝時代のイスラム画一西暦換算はすべてユリウ

ス暦に依拠しているからである。

1　シャーンティダースの前半生

　シャーンティダースの生い立ちや彼の事蹟について紹介したものに，〔Gillion　1968：

17－18〕，〔Pearson　1972：123一一124；do．1976：125－127；邦訳：202－206〕，

〔Tirmizi　1977：25〕，〔Gokhale　1969：193－194；do．1979：127一王28〕などがある。

これらはいずれも簡単な紹介に終っているが，すべてがコミッサリアトの研究成果に

拠っているといってよい。コミッサリアトがシャーンティダースについて発表した最初

のまとまった研究は〔Commissariat　1935〕であった。彼はこの書の第2部をシャーン

ティダースの研究にあて，ムガル朝発給の文書についてもいくつか言及している。そし

てこれらの文書類について本格的な紹介作業を行ったものが上に紹介した1940年の仕事

であった。さらにグジャラート地方史について叙述した大冊の書の第2巻

〔Commissar三at　l957〕においてもシャーソテーlダースに関するi章を設け，そこで概

説的な紹介を行なっている。1935年，1940年，1957年にそれぞれ発表されたコミッサリ

アトのこれら三つの仕事が，シャーンティダースについて従来なされた最も詳細な研究

ということになる。

　そこで本稿でも，はじめにコミッサリアトのこれら3研究に主として拠りながら，

シャーンティダースの生い立ちからみていくことにしよう。とはいってもその云い立ち

には不明なところが非常に多い。

　伝承によれば，シャーンティダースの先祖はウダイプルのラージプト族系シオデdア

（Siodia）家にその出自が求められている。シャーンテgダースの生年ははっきりしな

いが，コミッサリアトはアクバル没（1605）10年前ないし20年前と推定している。いま

のところeの大まかな推定を覆したり，あるいはさらに限定するような事実は明らかに

されていない。父サハスラキルナ（Sahasrakima）には2人の妻があり，サオバグデー

ヴィ　（Saubhagdevi）が彼の母であった。1640年ヴィディヤーサウバギヤ

（Vid頭saubhagya）によって書かれたサンスクリットの韻文Cintaman∫一Pras’tzstiによる

と，ヴィクラマ暦1669年（1612－i3）シャーンティダースはカーティアワール半島東

部のパーリターナ（P誌£ana）にあるジャイナ教聖地シャトルンジャヤ（Shatrunjaya）
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山の寿院にマハスナータ（Mahasnatha）の聖像を奉納した。5年後の1618年，彼は信

徒総代（sapaghapati）となって大勢のジャイナ教徒とともに聖地シッダギリ

（Siddhagiri）への巡礼を行ない，その多額の費用を負担している。敬慶なジャイナ教

徒であるとともに，彼はジャ四一ン憂心ル時代のムガル朝宮廷に宝石類の爾達をする憲

廷御用達商人であった。このような役罰は次の皇帝以降においても続く。1621年，異母

兄ヴァルダマーン（VardhamaR）と丸岡してアフマダバードの東郊ビビプル（Bibipur，

またの名はサラスプルSaraspur）に巨大なジャイナ教寺院の建立をはじめ，4隼後の

1625年完成，第23代祖師（tlrthamkara）パールシュヴァナ一儲の聖像を奉納した。こ

の寺院は聖像の名をとってチン一心マニ・パールシュヴァナ一町（Cinttima4i－

pargvanatha）寺院と呼ばれたり，マナトゥンガ（MaRatunga）…寺院と呼ばれた。上に

述べた韻文Cintamarpi＿PraSastiは，この寺院を称賛した順歌であった〔Commissariat

1935：53－56，　62；IMLF”G：12；Commissariat　1957：140－141］．

　1638fflO月にアフマダバードを訪れたホルシュタイン公国出身の旅行家マンデルスW

（J．Albert　de　Mandelslo）は，完成13年後に目にしたこの寺院について，「創建者は

シャーンティダースという名の蕩露なバニヤー商人でまだ存命中であったので，寺院は

当時なお新しかった」と述べている。「バニヤー」はヒンドゥー教徒の商人カーストを

さすことばであるが，シャーンティダースはいうまでもなくジャイナ教徒である。「閲

違いなく人々の昌にしうる最も壮麗な建物」とマンデルスロのいうこの寺院は，高い石

垣で囲まれた広い庭園の中央部に位置していた。この石垣に沿って，申庭に薗した長い

圏廊があり，その壁面に多数の造血が施されて，そこに24人のジャイナ教祖師のさまざ

まな姿態を彫った黒白の大理石の像が安置されていた。寺院の入口には黒大理石に実物

大に彫った2隻の象が配してあり，1隻の背には創建者シャーンテ4ダースの像が置か

れていた。導院本殿は内から晃ると丸天井造りで，その最奥部に欄干で区切られた3つ

の礼拝堂があり，そこに堂守りがいて供花，供物を受取っていた〔Davies　l662：30；

Com1n呈ssar呈ad931：23－25〕。シャーンテ4ダースの前半生にとって非常に大きな意

味をもったと思われるこのジャイナ教寺院の建立も，しかしながら次点でみるようにマ

ンデルスUの訪問のわずか8年後，グジャラート総督となった第3皇子アウラングゼー

ブの強引な指令によって，モスクに改修されてしまうことになった。

　コミッサリアトが公にした20通の文書のうち，ジャハーンギール縛代に出された勅令

は2通である。そのうち1通は第4節で紹介するようにジャイナ教僧侶の宗教活動の自

由を保障する内容のものであり，残る1通のみがシャーンティダースと関係のある内容
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のものである〔IMFG：H　以下，コミッサリアトが付した文書番号をこのようにロー

マ数字で示すことにする〕。この勅令は完全な形で現存せず，従って発給の田付が不明

である。宛先は「グジャラート州の現在および将来の総督と役人」となっている。この

勅令がシャーンティダース家の子孫によって保存されていたということは，グジャラー

ト総督府に発給されたこの文書と岡じものの写しをシャーンティダースが取得していた

と考えられる。あるいは何らかの事情で，原文書そのものがある時点においてシャーン

ティダース家の手に移ったのかもしれない。ともかく20通の文書のうち，明白にシャー

ンテ4ダース宛に発給されたものは3通のみであって，残る17通はすべてグジャラート

総督や他の役人宛に発給されたものか，宛先を特定せず天下に周知せしめるという形式

のものである。これらの文書がシャーンティダース家文書のなかに含まれているという

ことは，ムガル朝蒔代の文書の伝来を考えるうえで興味深い。

　さて文書番号∬のこの勅令は，シャーーンティダース（文中ではSatTclas　Jawaharr）が

アーサフ・ハン（Niz：muddTn　Asaf　KhAn）の保護のもとにおかれたので，入手済の宝

石のなかから運上品とともに彼に提供するよう指令したものである。このアーサフ・ハ

ンなる称号の人物が皇后ヌール・ジャハーンの兄ではなく，一時シャー・ジャハーンの

政治顧問（wa湿）を務めたミルザー・キワームッディーン・ジャアファル・ベグ

（MTrzaΩ三wamuddTn　Ja‘far　Beg）だとすると，彼はジャハーンギールの治世第7黛

（1612）に死去しているので〔Beveridge　1941：282－287〕，この勅令はそれに以前に

発給されたものということになる。

　ジャハーンギールの治世末期には，早期登極を狙う皇子フッラムすなわち後の

シャー・ジャハーン翻と皇盾ヌール・ジャハーン側との間の勢力争いがあり，政情は安

定していなかった。カシュミールからラホールに向う途中のジャハーンギールが1627年

1e月28日に死玄したとの報せが，デカン総督の任にあったシャー・ジャハーンのもとに

届くと，彼はグジャラートを経てラホールへと向う。シャー・ジャハーンー行がアフマ

ダバードを発つのが1627年12月22日。それに先立って彼はグジャラート総督にナーヒ

ル・ハン（Nahir　K撚n），財務長官にミルザー・マッキー（MTrza　Makki）を任命した

が，両者はアフマダバード市からの税徴収を厳しくした。間もなく酷税の禁令が出され

はしたものの，人々はそれがいつ再開されるのか不安に思っていた。イギリス東インド

会社アフマダバード駐在員がこの年の12月28醸スーラト商館長宛に出した手紙は，この

町の人々の不安な状態をよく伝えており，シャーンティダースについても，「先ほど亡

くなった皇帝の宝石商サンティダス（Santidas）が（アフマダバードに一引用者。以
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下引爾者の挿入，説明は岡様にカッコに入れて示す）帰ってきたが，人目につくのを恐

れて秘かに身を隠してしまった」と記している〔EFI　1624－1629：189〕。

　シャー・ジャハーンが即位したのは翌年の1628年2月4日であった。この機会に

シャ一一ンティダースはシャー・ジャハーンから馬・象を贈られている。2年後の1630年，

シャーンティダースは自己の財力を活かして，ジャイナ教の導師ラージャサーガルスー

リ（Rdjasagarsuri）が大師（ac：rya）の地位をえるのを支援した〔Commissariat　1935

：　54－55］　o

H　シャー・・ジャハーン時代のシャーンティダース

　コミッサリアトが紹介したシャーンティダース関係文書20通のうち，シャー・ジャ

ハーン時代のものは過半の11通を数える。そのうち最も早期のものは治世第8年のペル

シア暦6月2日付で出された勅令（文書番号盤）である2）。宛先は「アフマダバード州

の現在および将来の要人たち」となっているが，アフマダバード州はもちろんグジャ

ラート州と同じこと。ここではシャーンティダースの屋敷（hawπIDと庭園（ba蝕）の

保護が役人たちに求められている。また彼が諸店舗からの店借料（kiraya－i　an

dukanha）を徴集することも保証されているところがら，彼は広く貸店舗業も行なって

いたことがわかる。

　岡様にシャーンテaダースの屋敷，店舗，それにかのジャイナ教寺院建立地ビビプル

の資産と庭園を保証し，それらが彼の子孫に相続されるものであることを明らかにした

ものが文書番号Wの勅令である。この勅令はシャー・ジャハーンの治世第16年，イスラ

ム暦1G52年6月11Ei（1642年8月28　ED付で出され，宛先は特定せずして関係者全体に

周知せしめるという発給形式をとっている。またこの勅令で面白い点は，シャーンティ

ダースを「イスラムの従順者」侮噂‘alJslam）と呼び，彼の使用人が宝石等の買付に

諸港を訪れた際には所轄内において保護を与えるべきことを述べていることである。こ

2）この勅令とジャハーンギール蒔代に出された文書番号1の勅令との2通のみは発給田がペル

　シア麿の月醸で示されている。ペルシア潜は太陽が春分点に入る3月21日ごろを新年第1日と

　する太陽暦である。ただしユリウス暦でいえば，新年第1日は3月三1ヨごろに当たる。従って

　この勅令の発給錫は本稿の採用するユリウス歴では1635年8月12日ごろということになる。ム

　ガル朝ではアクバル蒋代，ペルシア文化への傾斜から，ペルシア風の薪年（nau－roz）祭が取り

　入れられ，元旦から19Eまで盛大に祝われた〔Chopra　1976：84－86〕。
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の勅令とほとんど同一の内容の令旨がイスラム暦1052年7月12日（1642奪9月27日）付

で，同じく関係者一般に周知せしめるという形式で出されている。文書番号Vがそれで

あって，発給者は第1皇子ダーラー・シュコーであり，彼のトゥグラがシャー・ジャ

ハーンのそれの下に書かれている。そして玉璽がなく，ダーラー・シュコーの印章のみ

が押されているところは，まさに令旨の様式通りである。

　文書番号V｛もダーラー・シュコーの令旨である。宛先はグジャラート州の財務長官

（dlwtiR）のムイッズル・ムルク（Mu‘izz　al－mulk）で，発給Nは治世第i7年のイスラム

暦7月25日（1643年9月29副31。内容上二つの部分から成り立っており，前半で

シャー・ジャハーンの第18園目の即位記念式のために宝石を嶺地の宝石商，ことに

シャーンティダースから確保しておくように記紀し，後半でシャーンティダースが帝室

直轄領から6000ルピー余で購入した屋敷の売買は適正価格でなされたものかどうかの調

査を命じている。そして今躍の売買価格よりも高額の購入希望者があれば，その者に売

却するよう指示しているが，しかし四時に，シャーンティダースが上等の宝石を調達す

るならば屋敷地売買の差額を大昌に晃てやってもよいとも述べている。令旨冒頭部の空

白地には，本文とはまた異なる流麗な筆致でなされた短い7行の書き込みがあり，そこ

で上質な宝石の確保を重ねて強調しているが，この筆蹟はダーラー・シュコー自身のも

のと考えられる。またこの令旨の裏薗に書かれた裏書（zimn）の写真版も1MFGは紹

介している。これはイスラム暦9月三4日（1643年11月17日）付のムイッズル・ムルクの

裏書で，彼の印章も押印されている。内容はシャーンテ4ダースの購入した屋敷を調査

したところ，適正価格の売買で取得されたものであり，彼の所有であることを認める，

というものである。

　治世20年のイスラム暦2月8Ei（1647年3月5日）付の勅令（文書番号鞭）は，宛名

を特定せず天下に周知せしめるという形式のもの。アフマダバード市東北部郊外のア

3）シャー・ジャハーンの即位日はイスラム贋1037年6月8日（1628年2月4日）であったが，

　治世第2年以降はイスラム暦6月1ヨをもって各治世年次の初日とした。アクバルとジャハー

　ンギールは太陽磨で治世年数を数えたのに対して，シャー一・ジャハーンは太陰暦でこれを計算

　した。このために各治世年次の初ffは毎予約11Hずつ繰り上っていく。従ってコミッサリアト

　がこの令旨の発給日を西潜1644年9月17日と換算した〔㎜G134〕のは間違いである。

　シャー・ジャハーンの各治盤年次初日の西磨への算出については〔Ahmed　1977＝403－404〕

　参照。
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サールワ（Asarwa）村の30ビーガー（bTgha）の土地（約760アール）が井戸4）とともに

庭園の維持のため，以前にヴァルダマーンとシャーンティダースの一族に恩賞地

（in‘am）として与えられ，ヴァルダマーンの死後はシャーンティダースー族の所有と

なっていたが，この土地と井戸を再安堵して，いかなる税の取り立ても禁ずることを命

じた内容のものである。この勅令から，シャーンティダース家はアサールワに庭園も

もっていたことが分る。この勅令にも，シャー・ジャハーン疇代の名宰絹といわれた

サードゥッラー・ハン（Sa‘d－ullah　Khan）の裏書があり，これによってシャー・ジャ

ハーンの治世元年ペルシア暦3月5H（1628年5月25日ごろ）に土地と井戸が恩賞地と

して既に与えられていたことが分る。

　シャー・ジャハーンの治世末期，シャーンティダースに宛ててlllされた令旨3通があ

る。一つはイスラム暦三〇65年n月10H（1655隼9月1日）付で発給されたダーラー・

シュコーのもの（文書番号X）で，上質の宝石を届けるよう要求している。興味深いの

は，帝室が天下周知の思竃を施してきたにもかかわらず，シャーンティダースは最近賞

賛に値する宝石を鵬けず，ほかのところに回しているとの報告がある，と不満を述べて

いる点である。これは既に触れたように，そして後でも再度述べるように，彼の建立に

なるジャイナ二二院がアウラングゼーブの命によってモスクに改修されてしまったため，

ムガル朝との関係が一時疎遠になりはじめていたことを反映していたように思われる。

二つ目のものは，同じくダーラー・シュコーが発給したイスラム暦1066年10月12日

（1656年7月24R）付の令旨（文書番号題）で，皇帝名によって窟廷へ伺候するように

との命が下されていることを伝えた短い内容のものである。そして3番目のものは，治

世第30年のイスラム暦4月18H（1657年1月24日）に出されたアウラングゼーブの令旨

（文書番号H）である。s）。シャーンティダースが代理入（gumashta）を通して憲廷に

届けた品は良質のものが少なく，今後は上等のものを送るように命じた内容のものであ

る。恩寵のしるしとして慰賜のガウン（khil‘at－i　fakhira）を授与することになったとも

述べている。

4＞この井戸は1501年に建設され，地元で現在「ハリーさんの井戸」（Dada　Harlni　Vav）と呼ば

　れているものを指すと思われる。

5）一コミッサリアトはこの令旨の発給葭を西暦1656奪2月4Eiと換算して，：文書番号〕題の令旨よ

　りも先に出されたものとしているが〔IMFG：43〕，間違いである。文書番号も発給蒋の順にす

　るならば付け変えた方がよいが，いまはこのままにしておく。
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　またこの時期には，シャーンティダースの村請の権利を再安堵した2通の令旨が出さ

れている。一つは治世第30年のイスラム暦le月15日（1656年7月27日）付で出された皇

子ムラード・パフシュの令旨（文書番号X蟹）で，宛名は特定されず関係者に周知せし

めるという形のもの。シャー・ジャハーン後の帝位を窺う4皇子の中で一番若いこの皇

子は，当時グジャラート総督であった。令旨によると，カッチュ湾に面したムーンジュ

プル（MRnjPUr）郡サンタサラ（Sankhsara）村6｝は以前からシャーンテdダースに年額

1050ルピーで村請（ijara）されていたが，　eの地方の領地の所領者（lagTrdar）は今後

とも岡じ条件で彼の村請を認めるべきである，という内容である。もう一つは治世第31

年のイスラム暦3月27日（ユ657年12月23醸）付で出されたダーラー・シュコーの令旨

（文書番号XIV）で，この方の宛名は「ムーンジュプル郡の現今および向後の所領者た

ち」となっている。内容はムラードの令旨とほとんど岡じで，シャーンティダースに

シャンケーシュワル村の村請の継続を認め，所領者に村請の条件の変更を禁じたもので

ある。

　ところでシャー・ジャハーン時代のシャーンティダースにとって最大の事件は，彼が

兄とともに莫大な財力を傾注し1625年に完成したジャイナ教寺院が，建立20秒後の1645

年にモスクに改修されてしまうという出来事であった。1645年2月，25歳と4ヵ月でグ

ジャラート総督に任命されたアウラングゼーブは，アフマダバードのこの寺院を強権的

に「クッワトゥル・イスラム」（Ωuww滋aHs嶽m「イスラムの力」の意）という名のモ

スクに改修させてしまったのである。これは大事件であったらしく，「ミラーティ・ア

フマディー』でも次のように述べられている。

　　信仰心の厚いかの高貴な方（アウラングゼーブ〉の総督時代に，サティーダース・

　　ジャウハリー（SatTdas　JauharT）の建立したサラスプルの近くのチンターマン

　　（Chintvaman）寺院は，この皇子の命に従って寺院の名残（a§ar）が除かれ，モス

　　クの姿に整備された。そしてこのモスクはクッワトゥル・イスラムと命名された。

　　CMA　1：　220；Lokhandwala　1965：194］

　アウラングゼーブはバルブへの派遣軍の指揮をとるため翌年9月に召喚され，代って

隣のマールワ州総督で皇盾ムムターズ・マハルの弟に当るシャーイスタ・ハン

（S拡yista墨aのがグジャラート総督に任命され，さらに1648年6月ダーラー・シュ

6）グジャラート地方のジャイナ教徒の巡礼地（tfrtha）の一つ，シャンケーシュワル

　（Shankheshwar）村のこと。
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コーがこの州の総督の任に就いた。ただしダーラー・シュコー一は任地アフマダバードに

赴かず，ガイラト・ハン（Gha圭rat　Kh塁n）を総督代理（na’ib）として赴任させた。

シャーンティダース家文書の中には，ダーラー・シュコーの総督就任直後に出されたイ

スラム暦1058奪6月2i日（1648年7月3副付の彼の令霞（文書番号DOが含まれて

いる。宛先はグジャラート州の役人たち，ことにガイラト・ハン宛となっている。この

令旨によると，すでにシャーイスタ・ハンの総督時代に総督宛の勅令が乱せられており，

そこで，かのモスクの建物はもともとシャーンティダースの所有に帰すものであること，

従ってアウラングゼーブが造らせた礼拝壁寵（mihrab）は除去して建造物をシャーン

ティダースに明け渡すべきことを命じていたことが分る。ただしこの勅令は現存してい

ないらしく，シャーンティダース家文書には含まれていない。勅令で指示があったにも

かかわらず礼拝壁寵は除去されなかったようで，ダーラー・シュコーの令旨ではその上

に壁を造って覆うように再度指示している。またこの寺院がシャーンティダースの所有

するものであることを再確認し，彼がそこで自分の信仰に基づき，何ら妨害を受けるこ

となく自由に祈薦できることを保証している。さらに，寺院に住みついている乞食たち

（fuqara’）を追放させ，寺院の資材を持ち出したボホラー派の人々（mardum－i　Bohraグ

ジャラート地：方に多いイスラム教徒の一派）にはそれらを返還させるか，それに棺当す

る代価をシャーンティダースに支払わせるよう命じている。

　このように，シャーンテ4ダースー族が建立したマナトゥンが寺院は，モスクへの改

修3年後にして乞食が住みついたり，資財が勝手に運び出されるというように，かなり

荒廃しつつあったことが分る。そうした荒廃の一端は，1666年にグジャラート地方を訪

れたフランスの旅行者ジャン・ド・テヴノの書き残した次の一一文によっても知ることが

できる。

　　アメダバド（アフマダバード）には多数の異教徒も住んでいるので，偶像寺院が多

　　い。サティダスの寺院と呼ばれていたものが，オーランゼブ（アウラングゼーブ）

　　がモスクに改修するまでは第1の寺院であった。改修の儀式を行なうとき，オーラ

　　ンゼブはそこで牝牛を屡らせた。そうすれば偶像崇拝者たちはもはやそこで富山で

　　きないことをよく知っていたからである。…熱烈な信仰ぶりを絶えずひけらかし，

　　その故についには皇位まで手に入れたオーランゼブは，このモスクに一際壮麗さを

　　加えていたこれらすべての偶像の轟を殿させてしまった。〔Th6venot磁：10〕

　すなわち，この寺院は建立考の名をとって「サティダス（シャーンテaダース）の寺

院」とも呼ばれていたことが分るが，これをモスクに改修するとき，アウラングゼーブ
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はジャイナ教徒たちが最も思み嫌う殺生，それも牝牛の屠殺を寺院内で行わせてその神

聖さを汚し，聖像の鼻をことごとく扇ぐという徹底ぶりであった。これでは，モスクか

ら再びジャイナ教寺院に復すという通達を何度か出しても，信徒たちは寄り付かず，結

局は急速に荒廃に向って，あるいは乞食たちの溜り場となり，あるいは建築資材が秘か

に搬出されていく，というようになるのも当然である。『ミラーティ・アフマデa一一、di

補巻（KLtatima－i　Mir’at－i　Ahmade）はグジャラート地方の地誌的情報が豊富であるが，

ジャイナ教寺院を列記した箇所では件の寺院について何も触れていないところがらすれ

ば，岡書の成った18世紀中ごろにはすでに消滅していたと競るべきであろう。今日では

その基壇さえどこにあるのか判然としなくなっているUMFG：15〕。

皿　皇位継承戦とシャーンティダース

　在位30年を盛大に祝ったシャー・ジャハーンは，治世第31年に当るi657年9月6日突

然重病に陥った。排泄器官の病気で，尿毒症を併発，このため下肢は膨満し，毎朝宮廷

バルコニーから公衆に姿を見せることができなくなった。皇帝は死去したとの噂さえた

つようになった。1週間後シャー・ジャハーンは璽臣たちを病床に呼び，ダーラー・

シュコーが彼の後継者であり，その命に服すべしとする，かねてからの意向を明らかに

した。病気がやや小康状態となった10月中旬，医師の転地の勧めに応じてデリーを発ち，

十分な日数を加えながらアグラに向い，翌月下旬同市に入った。この移動の間に，薬を

必要としなくなるほどまでに鳳復が進んだ〔Sarkar　1973：172－174〕。

　シャー・ジャハーンの重病の知らせば，皇位に野心のある皇子たちに直ちに伝えられ，

深甚な衝撃を与えた。第1皇子ダーラー・シュコーは常々心素の側にいて都を離れるこ

とがほとんどなかったが，この当時第2皇子ムハンマド・シュジャーはベンガル総督と

してラージュマハルに，第3皇子アウラングゼーブはデカン総督としてアウラングバー

ドに，第4皇子ムラード・パフシュはグジャラート総督としてアフマダバードにそれぞ

れ赴涌していた。ダーラー・シュコーが命令を下し3皇子が在都の部下と交信すること

を禁じてしまったので，彼ら3皇子は正確な事情をつかみ難く，疑心が深まるばかりで

あった。

　3皇子のなかで最も早く行動を起したのはムラードであった。9月下旬皇帝重病の知

らせが届くと，彼は直ちに自軍の結集を命じ，参謀会議を召集。腹心アリー・ナキー

（‘AIT　NaqT）をダーラー・シュコー側に通じていると誤信して，これを10月初に殺害。

室官シャーバーズ・ハン（Shah憶z迩aのの率いる兵士6000の軍をスーラトに送り，



56 近藤 治

11月初に岡市を掠奪，12月20日に難攻のスーラト城を攻略して商人たちから50万ルピー

を徴収させた。そして自らは12月5Hに即位儀礼を行ない，新皇旧名を刻した硬貨も鋳

造させた。この間デカンのアウラングゼーブと密接な連絡をとり，共同してダーラー・

シュコーを討つeとを協約。1658年2月25日配下の総軍を率いてアフマダバードを発ち，

4月1妊ヨウッジャイン南方のデーパールプル（Depalpgr）において，デカン地方から

岡じく北上中のアウラングゼーブの軍と合流した〔Sarkar　1973：182－194〕。

　アウラングゼーブは～層慎重であった。弟ムラードと協約したのちも，皇位へのあか

らさまな野心の表明を避け，アグラで病中の父帝に会ってその安否を直に確めるという

ことを表向きの理由にして，軍隊とともに北上しはじめたのである。そしてムラー・・一一ドと

合流した翌日の4月15日，ダーラー一・シュコーの差し金で皇弟たちの北上軍を阻止すべ

く派遣されていたジャスワント・シング（∫aswaRt　Singh）指揮下の皇軍を，ウッジャ

インに程近いダルマート（Dharmatのちに「勝利の町」Faむe埴b記と改名）で破った。

さらに5月29霞にはダーラー・シュコー自身の率いる軍勢をアグラ東郊のサムガル

（Samugarh）で破り，6月8日アグラ城に入城，父帝を監視下において実質幽閉した。

ダーラー・シュコーの方は完金に守勢にまわり，デリーに退散した〔Sarkar　1973：219

’265］　0

　2度の戦勝によってアウラングゼーブの権力が格段に強化されたのに対して，共に

戦ったムラードの方の権力は後退するばかりだった。アグラ入城後両者の関係は冷却し，

アウラングゼーブが5日後の6月13ff，ダーラー・シュコーを追ってデリーに向けて出

発すると，ムラードはアグラに留まるべきか迷ったのち，結局兄の軍からは一定の距離

をおいて自軍を進めることにした〔Sarkar　1973：266－268〕。ちょうどこの時期に，

ムラードが皇帝を憾称して出した文書が，彼の即位第圭年のイスラム暦10月1日（1658

年6月22厩）に出された勅令（文書番号XV）である。宛先はムラード留守中のアフマ

ダバードの政務を委ねられたムウタマド・ハン（Mu‘tamad　Khan）で，ムラードの

トゥグラと玉璽もあり，勅令の形式を完全に備えている。興味深いことに，この勅令は

『ミラーテg・アフマディー壽に鞠：録されている〔MA　I：238－239；Lokhandwala

2965：211）o

　勅令の冒頭部に，シャーンティダースが「拝謁の機会をえることによってこの上ない

至福を享受した」とあり，つづいて勅令は次のように述べている。

　　上述の者（シャーンティダース）の患子マーネクチャンド（M翫ekhchaRd）とそ

　　の兄弟たちから戴冠の地アフマダバードにて，借用金として世界の中軸たる政府に
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　　融資された額は，その詳細が裏書に書かれているように，馬年（蝿nt　TDの秋作

　　（khar￥f）時の税収分から，裏書に書かれた諸郡（pargana）より返済すべきである。

　　マーネクチャンドはよく勤仕を果し，またサーチd一ダース（シャーンティダー

　　ス）は忠誠と信仰によって至高の親旧の幸運に浴した故をもって，次の点に関し特

　　別の努力を払うよう繰り返し皇命を下すものである。すなわち彼（マーネクチャン

　　ド）とその兄弟たちから受けた融資額は遅滞なく返済さるべきであり，ことがらは

　　緊要であることを熟知して，皇命に則り実行すべきである7）。

　ムラードが即位に際しアフマダバードで徴収した軍資金は500万ルピーといわれた。

そのうちシャーンテKダースー族が融資したのは55万ルピーであったから，金体の1割

強を負担していたことになる〔MA　I：238；L？khandwala　1965：210〕。このとき息子

のマーネクチャンドが中心になって融資しているのは，彼の名儀とするこ．とによって，

融資に伴なうリスクを小さくしょうとしたためであろう。ムラードがこの勅令と同じ日

付でムハンマド・タリー（耳ajT　Mubammad　9uir）宛に出した同～内容の勅令があり，

コミッサリアトはそれに付された裏書とともに併せて紹介している（文書番号XWおよ

び面一A）。一方「ミラーティ・アフマデ4一護の方は，上に紹介した勅令にすぐつ

づけて裏書を再録している。ともかくこれら双方の裏書によって，シャーーンティダース

ー族への返済計画の六戸，すなわちスーラトからi5万ルピー，カンバーヤト

（Khanbayatキャンベイ）から10万ルピー，ペトラード（Petlad）郡からio万ルピー，

ドールカ（Dholqa）郡から7万5000ルピー，バu一チ（Bharochブローチ）郡から5

万ルピー，ビーラムガーム（BTramgamすなわちVrramgaon）郡から4万5000ルピー，

製塩地（namaksar）s｝から3万ルピー，合計55万ルピーが返済される予定となっていた

ことが分る。またこの裏書は，マーネクチャンドにまず42万2000ルピーを返済すべきこ

と，そのあとでシャー・ンテaダースの共同者ラビーダース（Rab了ぬs）に4万ルピー，

サーンマル（Sanmal）その他に8万IOOOルピー9｝を返済すべきことを明らかにしてい．る。

7）文中の馬面はムガル鹿茸代の文献，文書類にしばしば見られる十二支獣暦のそれである。

　1654奪が甲午であるから，次の馬無は1666年の丙隼，すなわちこの勅令発給の8年後というこ

　とになる。

8）　グジャラート地方の塩田地としてはジンジュヴァーダ（Jhinlhv組a），パートリー（PatrT），

　キャンベイ，マクブーラバード（Maqbulabad），スーラトの諸地方が挙げられる〔Habib　1982

　：　Rotes　p，　25］o
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　すでに指摘したように，ムラードはアフマダバードで自ら皇帝を宣雷し，皇位継承戦

の軍資金として地元から500万ルピー一，スーラトから50万ルピーを集めていた。シャー

ンテ’fダースー家だけでスーラト全市の額を越える資金を提供していた訳である。しか

もそのうちの大半は，既に見たように彼の息子マーネクチャンドの名儀で融資されたも

のであった。しかし皇位継承戦の展開はムラードの期待と別の方向に進んでおり，ここ

において，機を見るに敏ならざるはずのなかったシャーンティダース自らが前面に出て，

ムラードからの返済の約束を直接取り付けた。それがここに紹介した勅令であった。こ

の勅令の文薗によって，シャーンティダースはムラードの陣営に凶行していたこと，あ

るいは少くともアグラからデリーへ行軍中のムラードの陣営を訪問していたことが分る。

　しかしながらムラードの勅令は，数日にして空約束と化してしまった。というのは，

かねてからムラードの行動に大きな懸念を抱いていたアウラングゼーブは，上の勅令発

給3日後の6月25日，彼を自陣の本営に招き寄せて拘束してしまったからである。ム

ラードの2万の軍勢をも自己の配下におさめたアウラングゼーブは，大軍を率いて7月

5日デリーに到着した。しかしこの時，ダーラー・シュコーはすでにパンジャーブ方面

に退却しおえていた。アウラングゼーブは占星術師の判断に従い，7月21日デij　一にお

いて慌ただしく即位式を挙行し，ムガル朝雨6代目の皇帝を宣言した。そして6日後に

は再びデリーを発ってダーラー・シュコーを追い，8月145にサトレジ川の渡河地点

ルーパル（Rupar）に到着した〔Sarkar　1973：269－279〕。この行軍途中のイスラム麿

1068年U月21日，すなわち1658年8月10日付でグジャラートの財務長官ラフマト・ハン

（R高島at幽aの宛に出された彼の勅令（文書番号麗）がある。これには上方中央部

にアウラングゼーブのトゥグラがあるものの，その右側の印章は玉璽印ではなく，彼の

皇子時代の令旨に使羅されていたものがそのまま代胴されており，正式の勅令形式を備

えていない。こんなところにも，皇位継承戦の最中の激動の一端が示されていると見る

べきであろう。

　さてこの勅令は，はじめにシャーンティダースが皇帝の拝謁を許され，アフマダバー

ドへの帰還の許可をえたことを述べている。ついでシャーンテaダースの訴えとして，

彼の一族からムラードが55万ルピーの融資を受けたこと，およびこれが彼の心配の種に

なっていることを明らかにしている。そこで，この点に関して別にグジャラート総督

9）原文はhashtad　u　hazar　rapyaとなっているが，　hashtad　u　hasht　hazar　rupyaすなわち8万

　8000ルピーの誤りであろう。



アフマダバードの豪商シャーンティダースとムガル朝 59

シャーーナワーズ・ハン〈Shzahnawaz　Khdn）に勅令を下した故，彼と協議して国庫から

10万ルピーを早急にシャーンティダースに与え，それによってシャーンティダースが事

業を継承できるよう，計らうことを命じている。これによって，シャーンティダースは

後継皇帝として賭けていたムラードの失脚後は，その対抗者のアウラングゼーブに接近

し，ダーラー・シュコー追討中の陣中で謁見を許され，10万ルピーの返済とアフマダ

バードへの墨金な帰還の保証をえることに成功したことが分る。

　シャーンティダース家文書には，上の勅令と岡じイスラム暦1068年11月21日（1658年

8月10日）付の別の勅令（文書番号：㎜）があり，この方は「ミラーティ・アフマ

ディー』に再録されている〔！搬1：240－241；Lokhandwala　1965：213〕。宛先は特定

されていない。この勅令も印章はアウラングゼーブの皇子時代のものである。その内容

は上の勅令と対をなすもので，すなわちシャーンティダースがアフマダバードへ帰るこ

とを許されたこと，帰還後は彼がその地の商人たち（byopar呈y瓢）やマハージャンたち

（mahajanAn）10），それに住人たちすべてに対して平静に軍事に従事するよう伝達すべき

こと，そしてアフマダバードの役人たちはシャーンティダースに「昔からの宮廷御用

達j（de漁塾idmat－gu旦ar－i　dargah－i　lahaa－panah）としての便宜を与えるべきこと，を

命じたものである。

　こうして，当初ムラード側について皇位継承戦にまき込まれていたシャーンティダー

スは，即位直後のアウラングゼーブから2つの勅令，否，シャーナワーズ・ハン宛のも

のを含めると3つの自分に関する勅令を引き出すことに成功した。これによって，ム

ラードへの融資金の全額返還の約束はえられなかったものの，そのうち10万ルピーの即

時返還を認められ，その上以前同様のムガル朝御用商人として事業を続けることを許さ

れて，本拠地アフマダバードに無事帰郷できたのであった。

　ダーラー・シュコーの追討をつづけていたアウラングゼーブは，インダス川中流のム

ルタンで追跡を一旦中断し，1658年11月下旬にデリーに戻ってきた。東方で第2皇子ム

ハンマド・シュジャーが勢力を増大し，アグラに迫ろうとしていたからである。ベンガ

ル総督の任にあったシュジャーも三下の病気が伝えられると，ムラードと相前後して自

ら皇帝を宣言し，1658年2月ベナレス近郊バ円心ドゥルプル（Bahadurpur）の戦いで

　　　　　　　　　　　　　　たいじんio）マハージャン（mahajan）には大人，お偉方という元々の凄味のほか，金融業者，商入，それ

　に商人組織の意味があり，グジャラート地方では特に最後に挙げた意味で使われる場合が多い

　ことについては，〔Pearson　1976：123－124；邦訳：200－202〕を参照。
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ダーラー・シュコーの遣した軍隊に一度敗れはしたが，その後再び勢いを盛り返し，こ

の年の12月にはアラババードを奪うまでになった。しかし翌1659年1月初のアラババー

ド西方カジュアー（Khal画の戦いでアウラングゼーブ軍に敗れると，完全に守勢に

まわり追われる身となった。ダーラー・シュコーも1659ご年3月のアジュメール南部デー

オラーイ（Deorarまたの名DoraT）で壊滅的敗北を喫すると，各地を転々とする逃亡：者

の身となった。かくして3兄弟の勢力をほぼ完企に削ぐことに成功したアウラング民心

ブは，自己の権力を内外に關明するため，1659年6月5日デリーにおいて2度目の即位

式を，今度は極めて盛大に挙行したのである11｝。

　即位元年のイスラム暦5月16H（1659隼1月30露）に出された勅令（文書番号Xα）

は，アフマダバードの役人たち宛に下されたものである。ここでは役人たちに，ラク

ミーチャンド（LakhmTchandシャーンティダースの末子ラクシュミーチャンドのこと）

が訴えた彼の代理人および他の人々からの債権の取り立てに助力するよう命じている。

この勅令には，アウラングゼーブの称号を中央に配した立派な国璽が押印されており，

すでにして勅令の形式を完全に備えている。

IV　アフマダバードの商業とムガル朝の対ジャイナ教徒政策

　ムガル朝への併合以前のグジャラートのムスリム王権の歴史を主として扱った騒

ラーティ・シカンダリー一壽（Mが∂瓦＆々侃ぬ紛は，ロデt一朝2代葭の門主シカンダ

ルがしばしば口にしたことばとして，次のような文章を記している。

　　デリーの王権の基礎は小麦と黍（gandum　u　juwar）にあるのに対し，グジャラー

　　トの王権の基礎は珊瑚と真珠（marjan　u　marwarTd＞にある。なぜなら84の港がグ

　　ジャラートの王権の支配下にあるからである。〔MS：309－310〕

　この文章はそっくりそのまま「ミラーティ・アフマデ4－sにも引用されている

〔MA　1：　24；Lokhandwala　1965　：18〕。二つの王権の特色を象徴的に晃事に対照させた

表現というべきであろう。まことにグジャラートの，そしてその中心都市アフマダバー

ll＞ムラードはアウラングゼーブに抱束された後，1659年1月ガワーリアール（グワリオール）城

　の牢獄に移され，1661隼12月5ff斬誉された。ダーラー・シュコーはカンダハルへと抜ける

　ボーラン緑へ向う途中の1659年6月に捕えられ，同年8月30日デリーで処刑された。またシュ

　ジャーも後退を重ね，1660年5月12日アラカン地方に向って船出して以後，消息を絶った。4

　皇子の皇位をめぐる抗争の顯末については〔Sarkar　1973：272－387〕が詳しい。
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ドの商業を考えるとき，海上貿易の存在を抜きにして語ることはできない。とりわけム

ガル帝国期に最大の海港として発展したスーラトを擁していたことが大きかった。

シャーンテdダースは既に紹介した1642無のシャー・ジャハーンの勅令および同年の

ダーラー・シュコーの令旨（文書番号W，V）において，その使用人たちがスーラトは

じめ各地の港を訪れて宝石類の仕入を安瀬に行なえることの保証を受けていたように，

アフマダバードを本拠にしながら，海上貿易というグジャラート地方の地域的特性を大

いに利用したのであった。

　アフマダバードの経済的活況について述べた記録は少くない。その繁栄をもたらした

要因はいくつか考えられるが，ここ．が金・心証の貴金属や宝石，真珠等の取引地であっ

たこともその一つであった〔Gokhale　l969：189－193；近藤1982　b：304－306〕。

シャーンティダースとその一族はこの分野で中心的役割を果していたのである。

　またアフマダバードの商業的発展をもたらした別の要因として，岡市がその南方のサ

ルケージ（Sarkhel）産のインデKゴや東北部に位置するマールプル（Mulpur）産の硝

石の取引市場であったことも無視できない。とくに蛸石についていえば，ヨーロッパ人

は17世紀の20年代になるとインド産硝石に注昌するようになり，アフマダバードはこの

商品を購入するための主要な市場となったのである。イギリスはオランダとの競争でア

フマダバードでの購入が困難となると，生産地マーールプルでの直接購入を図るように

なった〔Gopa11975：198〕。イギリス東インド会社は1628年，シャーンテKダースか

ら1万ルピーの融資を受けて，磯石の購入と借金の返済に当てていたことが，出癖1月

6日付のアフマダバード駐在商館員のスーラト商館長宛の手紙によって分る。それには

次のように書かれている。

　　サティダスから月1パーセントの金利で1万ルピーを借り，彼には手元にある献上

　　品（topha）12唆すべて見せてやると約束しておきました。この融資は，一つには毎

　　日のように返済をせき立てる債権者たちへの返済のためと，もう一つには硝石の購

　　入においてオランダを出し抜くために受けました。ここでは硝石は少量しか入手で

　　きません。〔ELEI　1624－1629：215〕

　このようにシャーンティダースはイギリス東インド会社を相手に多額の融資を行なっ

ていた。ただしこの直後の1月16日付の発信人受信人とも前回と同一の手紙によると，

12）ここではヨーロッパ入がムガル朝の宮廷や要人たちに献上するために持参した珍奇な土縞物を

　指す。to尊faの転二形。
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イギリスはこのうち7000ルピーをシャーンティダースに返金せざるをえなかった。とい

うのはこれらは「カウザンナ（cauzanna）13｝ルピーであり，誰も粗当の損金覚悟でない

と受け取らない」からであった。しかしながら残りの3000ルピーでイギリスは最：も緊急

を要する債務返済を果たすことができるとともに，硝石購入の点でも好感触をえること

ができ，「次の船団がペルシアから帰港するころまでに入手の晃込みのある硝石すべて

を確保する手立てを，彼（シャーンティダース）が取ってくれた」と明かしている

〔EEI　1624－1629：221〕o

　シャーンティダースは宝石商と金融業を一体的に行なっており，その事業相手は国の

内外を問わないものであった。

　さて，周知のようにジャイナ教徒は殺生を極端に忌むところがら農業を生業にするこ

とが困難であり，商業や金融業に従事する者が多い。シャーンティダースも例外ではな

かった。またグジャラート地方はジャイナ教との関係が非常に深い。伝承によればヴィ

クラマ暦477（420）年にカーティアワール半島東部のヴァラビー（ValabhDにおいて，

ジャイナ教の最初の経典結集が行なわれた。そしてこの蒔以来グジャラート地方は白衣

　　ノ派（Svetambara）の勢力が強く，とりわけll世紀以降はその拠点となった。15世紀に

なるとイスラム教の影響を受けて，白衣派の中から聖像否定派（Lurppaka）がこの地

方に起り，17世紀になるとこれをさらに徹底した改革派（Sthanakarasτ）も登場した

〔Majmudar　1965：207－208〕。ただし後にも触れるように，シャーンティダースがこ

のような聖像否定派に属していなかったことは確実である。彼はジャイナ教白衣派の熱

心な聴聞者（9ravaka），つまり在俗の信徒であった。

　このようなジャイナ教の在俗の信徒について，ガミラーティ・アフマディー適補巻は

興味深い記述を載せているので，ここに紹介しておこう。

　　ジャイナ教信徒（Srawak＜9ravaka）の聖地はメサリー（MesarTヒンドゥー商人

　　カースト）の聖地と同様，各地の市・町・村や郡に多い。しかしながら壮大にして

　　信者の尊崇を集めているものは上述のシャトランジャ（Shatranjaすなわちシャト

　　ルンジャや山）一帯であって，ソーラト（Sorath）県のパーリターナの町にある。

　　山頂には聖なる寺院が非常に多くあって，それらはアデg一サル（AdTsar＜Ade6－

　　vara？）ラキーサル（RakhTsar〈Rakhe忌vara？）神を回ったものである。この寿

13）先回時代の鋳造貨幣で，流通中の摩滅のために，現皇帝下の鋳造貨幣よりも価値が低いものと

　された。khazanaの転設形。
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　　院は信者たちのいうところによるとソームジー（SOMjT）という者が180万ルピー

　　を費して建立したものである。多数の信者たちはあらゆるところがら長途の旅をし

　　て，彼らのことばで衆会（sangaくsalpgha）と呼んでいる集団をなして参詣に

　　やってくる。ときどき富者の一人がここへの参詣を思いたち，同宗の信者たちを募

　　り誰でも望む者は自分の同行者として，遠近から大勢の人々を集めてともに参詣す

　　ることがある。この旅行に要する通行税や案内を彼が自ら保証し，参詣に必要な経

　　費も彼が支払う。彼はこのことを善行の所以であり名誉なことであると考えている。

　　人々の問で彼は信徒総代（sangahwT＜sarpghapati）としてよく知られている。毎

　　年各国各所から寺院の維持補修のために，信仰の証しとして高額がこの地に送られ

　　寄進される。〔KMA：164；Ali＆Seddon　1928：138－139〕

　グジャラート地方にはジャイナ教の聖地，名刹が多い。それらの中でも，ここに出て

くるシャトルンジャや山はとりわけ有名であり，現在でも巡礼の絶えないところである。

このシャトルンジャや山の管理権をシャーンティダースに委ねることを認めた文書が，

文書番号XXのアウラングゼーブの勅令である。イスラム暦1070年7月10日（1660年3

月12日）付の発給で，宛先は特定されず天下に周知せしめるという形式をとっている。

　この勅令で，シャーンティダースはパーリターナの村14）と，シャトルジャや山とその

寺院を与えられ，山中の牧草と木材の使用権は彼の属するジャイナ教信徒集団（qaum－i

Sawak＜Srawak）に認められた。その上さらに，ジャイナ教聖地としてこれまた著名

なジューナガド（Jttnagaφh）のギルナール（Gimar）山とシローヒー（SirohDのア

ブー（A加）山との2山も，「特別の恩寵のために」（mabg－i　mar畑mat4滋護§S）シャー

ンテKダースにその管理権が認、められた。まさに破格の厚遇というべきであろう。特別

の恩寵というのは，この勅令のはじめのところで明らかにされているように，彼が行軍

申のムガル軍に物資を提供して大いに支援したことに対する恩賞を意昧するものであっ

た。すでに第3節で触れた如くシャーンティダースは，皇位継承戦の大勢がアウラング

ゼーブに傾いてきた1658年8月勅許をえて，アフマダバードへの帰還を認められた。こ

れ以後彼はアウラングゼーブ側を積極的に支援するようになり，とりわけ1659年3月ア

ウラングゼーブ自らが指揮してダーラー・シュコ一側に決定的打撃を加えたアジュメー

ル近辺デーオラーイの戦闘や，その後のグジャラート地方内外で展開されたダーラー・

i4）パーリターナは「ミラーティ・アフマディーA補巻では町（qasaba）となっていたが　この

　勅令では村（dih）となっている。



64 近藤 治

シュコー追討作戦において，軍事物資の調達をはじめ種々の便宜を提供していた。この

勅令は，シャンティダースのアウラングゼーブに対するこのような多大な支：援活動の存

：在したことを一画で物語っているもの，とも解するべきであろう。

　ともかくシャーンティダースの晩年は，グジャラート地方におけるジャイナ教白衣派

信徒面舵の指導者としても絶大な影響力が認められた。若き日の彼が兄とともに豊富な

財力を生かして建立したマナトゥンが寺院は不幸にしてモスクに改修されてしまったが，

上に紹介した「ミラーティ・アフマディーdi補巻にあるような信徒総代としての実績を

彼は竜駕にわたって積んでいた。その宝石商としての巨大な経済力もさることながら，

ジャイナ教徒の在俗の指導者として彼がもっていた重要な役割を，ムガル朝はよく承知

していたのである。

　この勅令でもう1点注霞されるところは，シャトルンジャや山とその毒院の管理権を

認められた者はパーリターナから上る収入（Inad辿h三Dを得ることができるとして，

その代りに「王国の永続」（baqaf－i　daulat）のために祈目することを求めている点であ

る。同様に，既に紹介した1635年のシャー・ジャハーンの勅令（文書番号lmでも，

シャーンティダースの屋敷地等の資産の安全を保証する代りに，彼とその子孫が「王国

の永続」（dawam－i　daulat）のために祈藤することを期待していた。

　シャーンティダース家文書の中では一番古いジャハーンギールの勅令（文書番号1）

も，ジャイナ教徒に対するムガル朝の姿勢を示すものとして興味深い。これはジャハー

ンギールの治世第11年のペルシア暦5月2日（1616年7月22日ごろ〉に発せられたもの

で，宛先は特定されていない。この勅令はジャイナ教諭（jama‘at－i　Jain）の僧侶（jatT）

たちに何者にも妨霧されず安寧に雨竜できることを保証したものであるが，こうした宗

教活動の自由を擁護する代りに，ここでも僧侶たちは「至高なる王圏の永続」のために

祈薦することを要請されているのである。

　さらにシャー・ジャハーーンの治世第18年のイスラム暦7月27日（1644年9月19日）に

グジャラート州の役人たち宛に幽された勅令（文書番号鴨）は，ジャイナ教の聖像否定

派が行なった宮廷への訴えに対して下されたものである。それによると，アフマダバー

ドに住む聖像否定派（qaum－i　Lanka＞のマハージャンたちは，サーティダース

（StttTdllsシャーンティダースのこと）やスールダース（Sardas）その他のマハージャ

ンたちが彼らと共食したり姻戚関係を結ぼうとしないとして，不満をムガル朝宮廷に訴

え出た。これに対して，姻戚関係を結ぶことも共食することも当事者双方の合意に基づ

くもので，いずれか一方が雨意しない場含は強糊すべきでないとして，この点に関して
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遣漏のないよう役人たちに指示したものがこの勅令である。この勅令によって，ジャイ

ナ教白衣派のシャーンティダースたちは同じく白衣派でも聖像否定派の人々と，当蒋あ

る種の紛議をもっていたことが分る。またそれとともに注目されるのは，ジャイナ教の

宗派間の紛議に直接介入しないというムガル朝政府の姿勢が，ここにはっきりと示され

ている点である。

　アクバル時代の宮廷においてジャイナ教導師が重用されて以来〔Majmudar　1965：

208－209〕，ジャイナ教徒は数は多くなかったものの，ムガル朝時代に無視できぬ存在

であった。彼らに対してムガル朝がとった宗教政策の特徴は，上に紹介したところがら

明らかなように，概括して少なくとも次の3点を指摘することができる。それらは，第

1に彼らの信仰の自由を基本的に保証していたことであり，第2に彼らに帝国の永続の

ための祈蕎を期待していたことであり，第3に宗派間ないし信者間の紛議に介入しよう

としなかったことである。

　このような特徴は，実はジャイナ教徒以外に対する姿勢にも共通して見られるところ

であった。例えば，パンジャーブ地方にあったシヴァ派とヴィシュヌ派のそれぞれの瞑

想派修道場に対して，ムガル朝歴代皇帝はその宗教活動の自由を認め，免税の賜与地を

与えて優遇するとともに，彼らに対しては「征服圏家の永続のため」あるいは「不朽の

王国の永続のため」祈薦することを期待し，また修道場の行者グループ間の争いに直接

介入することはしなかった〔近藤　1982a：10－13〕。またアジュメール西方フ．シュカ

ル湖のヒンドゥー教ブラフマー神を祠った聖地に対して，ジャハーンギールは一帯の村

全体を賜与地としてそこのバラモンたちに与え，その代り「膏国の永続と繁栄のために

専心祈薦」することを期待した〔Bilgrami　1983：114－i15〕。多数の非イスラム教徒

を抱え込んだムガル朝政府が帝鼠体制をめざす場合，荒松雄氏がすでに指摘されたよう

に，宗教政策の面で柔軟な現実的姿勢をとらざるをえなかったのは，むしろ轟然のこと

であった〔荒　1971：433；同　1977；69，77－78〕。アウラングゼーブがグジャラー

ト総督晴代，シャーンティダース兄弟の建立したジャイナ教寺院をモスクに改修させた

ことはむしろ異例のことであった，といえる。彼の即位後は，その償いの意味をも込め

たかの如く，シャーンティダースに破格の厚遇を認めたことは既に晃た通りである。

おわりに

　以上，本稿ではシャーンティダース家に伝わる公文書のうち20通を中心的史料としな

がら，彼の事蹟をできるだけ具体的に明らかにしょうと試みた。そのためにこれを時代
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順に前半生蒋代，シャー・ジャハーン時代，皇位継承戦争期に分けて検討し，前半生時

代では兄と共同して壮麗なジャイナ教寺院を建立したが，シャー・ジャハーン蒔代にア

ウラングゼーブの指示でこれがモスクに改修されるという不運に会い，また皇位継承戦

争期には当初ムラード倶1に与して巨額の政治＝軍事資金を提供したが，ムラード凋落後

はアウラングゼーブ側に付き，郷里への帰還を許されるというように，まことに波瀾に

富んだ軌跡を歩んでいたことを述べた。また彼の本拠地アフマダバードの商業活動，お

よび彼の属するジャイナ教集団に対するムガル朝の政策についても若干触れてみた。20

通の文書類についてはそれぞれをもっと詳しく紹介してみたかったが，紙数の制約上，

また原文書の写真版に不鮮明なところがかなりあり，判読にしばしば困難を生じたこと

もあって，今回は断念せざるをえなかった。しかしながら本稿によって，ジャハーン

ギール，シャー・ジャハーン，アウラングゼーブの3代にわたってムガル朝と深い関係

を有し，ジャイナ教白衣派儒徒集団の指導者としても重きをなしたこの豪商の事蹟を，

ある程度明らかにできたのではないかと思う。彼には，ピアソンがその簡単な紹介のな

かでも触れていたように，アフマダバードのナガルセート（Nagarseぎh＞，すなわち商人

組織の総代表として，アフマダバードの商人組織全体と政府との間に立つ仲介者の役割

を果すことも撫わされていた〔Pearson　1976：127；邦訳：205－206〕。彼のこの役割

は，第3節で紹介した1658年のアウラングゼーブの勅令（文書番号珊）でも期待され

ていたというところであるが，本稿ではこの点について詳しく述べるこ．とはできなかっ

た。

　シャーンティダースの卒年は，その生年岡三，はっきりとしない。一般にアウラング

ゼーブの治世初期と考えられており，コミッサリアトはこれをヴィクラマ暦i715年と推

定しているが〔Commissariat　1957：148〕　’5），これが事実とすれば，文書番号XXの勅令

は彼の麗後発給されたもの，またはムガル朝当局の方で彼の死が確認されないまま発給

15）コミッサリアトはヴィクラマ贋1715隼を回暦1659年10月5日に終る1年1間としているが，この

　年は実際は西麿1658年4月3日から1659隼3月22日までの1年間に相当する〔Gahlot　1979＝

　32〕。とすれば，1660年3月12日付のアウラングゼーブの勅令（文書番号XX）はシャーンティ

　ダーースの死後1葎近く，場合によってはそれ以上の期問を経て発給されたものということにな

　る。なお，〔Tirmizi　l977：25〕は死去の日を圭659年10月5日としているが，これは上記の如く

　コミッサリアトがヴィクラマ歴1715年の最終日としたものを死虫の日と誤読したもので，二重

　の誤りである。
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されたもの，ということになる。

　アウラングゼーブの治世初期に何度かインド旅行を敢行し，アフマダバードもしばし

ば訪れたフランスの宝石商タヴェルニエは，その旅行記の中で1箇所，「富裕なバニ

ヤーの商人サンティダス」の妻の話なるものを記しているが，これは子供のなかった妻

が召使の二三に従って魚を食べたところ，魚の臭いのする子供を産んで莫大な遺産を網

続した，というゴシップ風の話を収めたものに過ぎない〔Tavemier　19771；61－62〕。

タヴェルニエはこの話の直後に，彼がアフマダバードでよく取引をしたうそをつかぬ商

人のことを述べている。年齢70歳以上としているが，この人物があるいはシャーンテd

ダースその人であったかもしれない。〔lbid．：62－63〕16｝。

　グジャラートはムガル朝にとっての重要州の一つであり，しばしば皇子や皇族・高官

がその総督に任命された。その州都アフマダバードで波瀾に満ちた活動を展開した豪商

シャーンティダースは，既に指摘したように同市のナガルセートであり，彼以後歴代の

ナガルセートは彼の一族，より厳密にいえば文書番号皿の勅令に登場した彼の末子ラ

クシュミーチャンドとその子孫に引き継がれていった。彼らの歴史もまた興味をそそる

ところであるが，それは，もはや小論のよく扱いうるところではない。

16）なお，タヴェルニエもモスクに改修された寺院のことを記しているが，〔Tavernier　1977王：

　59〕，これはコミッサリアトがいうようなシャーンティダースの建立したジャイナ教寺院のこ

　とではなく　〔Commissariat　1935；57〕，アフマダバード南方サルケージュのスルタン・アフマ

　ドのモスクのことである。
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